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�愛媛県告示第３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように休止した旨の届出があった。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

おおくぼこどもクリニック 大洲市徳森２２６４－８ 令和３年１１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

� 保 徹 歯 科 大洲市新谷町甲１６番地 令和４年１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

おおくぼこどもクリニック 大洲市徳森２２６４－８ 令和３年１０月３１日

麻 生 歯 科 伊予郡砥部町麻生１番地
１ 令和３年１１月３０日

毎週（火・金）曜日発行 第２７５号 令和４年１月２１日

令和４年１月２１日金曜日 第２７５号
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�愛媛県告示第４４号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� １－｛１－［１－（４－ブロモフェニル）エチル］ピぺリジ

ン－４－イル｝－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミ

ダゾール－２－オン及びその塩類

� ５－（シクロヘキシルメチル）－２－（２－フェニルプロパ

ン－２－イル）－２，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピリド［４，３－

ｂ］インドール－１－オン及びその塩類

� メチル＝２－［１－（５－フルオロペンチル）－１Ｈ－ピロ

ロ［２，３－ｂ］ピリジン－３－カルボキサミド］－３，３－

ジメチルブタノアート及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第２条第７号の薬物のう

�愛媛県告示第４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

アルク・フリイド株式会社 今治市別宮町六丁目４番２２号 指定訪問介護事業所 きぼう 今治市別宮町六丁目４番２２号 令和３年８月１日

社会福祉法人 愛寿会 松山市来住町１１７１番地１ グランドライフあいじゅ新川 伊予市下吾川字北西原１７８１番
地１ 令和３年１２月８日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人 愛寿会 松山市来住町１１７１番地１ グランドライフあいじゅ新川 伊予市下吾川字北西原１７８１番
地１ 令和３年１２月８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

今 橋 義 和 伊予郡砥部町麻生１番地１ 麻生歯科 伊予郡砥部町麻生１番地１ 令和３年１１月３０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

今 橋 義 和 伊予郡砥部町麻生１番地１ 麻生歯科 伊予郡砥部町麻生１番地１ 令和３年１１月３０日
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ち、県の区域内において濫用されるおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

令和４年１月２２日

�������
�愛媛県告示第４５号
萩森良房、菊池耕治、萩森定男、菊池啓一、野本義仁、大野靖比

公、大上昭、三堂嗣夫、稲垣憲定、清水稔、柴田紳一郎及び高島浩

から認可申請のあった合併は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第７２条第２項の規定により、令和４年１月１４日認可したので、同日

八幡浜市土地改良区は合併により設立し、八幡浜市土地改良区及び

保内町土地改良区は合併により解散した。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

西条市氷見地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条

第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとお

り土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（防災ダム事業・城ノ谷地区）変更計画書の

写し

２ 縦覧期間

令和４年１月２４日から２月２１日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�������
�愛媛県告示第４７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和３年１１月１７日から

令和４年３月２５日まで

３ 作業地域 松山市北土居２丁目 地内

�������
�愛媛県告示第４８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和３年７月２０日から

令和３年１２月１５日まで

３ 作業地域 松山市西垣生町

�������
�愛媛県告示第４９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、山鳥坂ダム工事事務所長から次のとお

り公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和３年５月２８日から

令和３年１１月３０日まで

３ 作業地域 大洲市肱川町 地内

�愛媛県告示第５０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

大第
１９号

喜多郡内子町五十崎甲１３０３番地１０ 指定金融機関
伊予銀行五十崎支店

喜多郡内子町五十崎甲１３０３番地１０ 令和４年１月２１日
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公 告

選挙管理委員会告示
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�公 告

愛媛県県民賞の授与

愛媛県県民賞条例（昭和３２年愛媛県条例第４０号）の定めるところ

により、令和４年１月１３日次のとおり愛媛県県民賞を授与した。

令和４年１月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 受賞者
ま なべ しゅく ろう

アメリカ合衆国 眞 鍋 淑 郎 昭和６年９月２１日生

２ 顕彰する事績の概要

� 昭和６年、宇摩郡新立村（現四国中央市）で出生、愛媛県立

三島中学校を経て、東京大学理学部物理学科に入学、更に同学

大学院に進まれ、昭和３３年には理学博士号を授与された。

� 昭和３３年に渡米され、米国気象局気象研究員等として気象に

関する研究に従事されるとともに、昭和４３年にプリンストン大

学において大気海洋研究プログラム教授待遇講師に就かれ、コ

ンピュータを活用して、温室効果ガスの増大と地球温暖化との

関係を明らかにする、世界の先駆けとなる研究に取り組まれ、

地球温暖化予測の礎を築かれた。

� 平成元年に、国連の「気候変動に関する政府間パネル（ⅠＰ

ＣＣ）」の第一次評価報告書の執筆者となられるとともに、平

成９年には、地球フロンティア研究システムの地球温暖化予測

研究領域長に就任されたほか、再びプリンストン大学の大気海

洋研究プログラムにおいて、平成１４年に客員研究協力者、平成

１７年からは上級気象研究者として、地球温暖化に関する研究を

続けられている。

� 二酸化炭素などの温室効果ガスが地球温暖化に影響を与える

点にいち早く着目され、大気と海洋の循環を組み合わせた気候

変動モデルを開発し、令和３年、ノーベル物理学賞を受けられ

た。

以上のとおり、眞鍋淑郎氏は、我が愛媛県民が誇りとし、師表と

仰ぐ人傑であり、愛媛県県民賞を贈って長くその功績を顕彰するに

ふさわしい存在と認められる。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項（同法第６条の３の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定

により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和４年１月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和４年１月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大平砥部線
伊予郡砥部町大南９７３番地先から

同町大南７１９番１地先まで

旧 ３．９～９．４ ０．１９４

新 １０．１～２２．５ ０．１９４

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

石村たかし後援会 石 村 隆 石 村 武 大 松山市市坪北二丁目１３－７ 令和３年１２月３日

松山を愛して護る会 石 村 隆 石 村 武 大 松山市市坪北二丁目１３－７ 令和３年１２月３日

家�佐苗後援会 家 � 佐 苗 家 � 大 幸 松山市土居田町８１８－１ 令和３年１２月１６日

泉早苗後援会 泉 早 苗 泉 政 博 松山市高井町８３４－１ 令和３年１２月１６日

佐々木亨後援会 佐々木 亨 佐々木 典 子 松山市中須賀二丁目４－４ 令和３年１２月１６日

税理士による塩崎あきひさ後援会 白 石 豪 梅 林 哲 次 松山市松前町一丁目６－８ 令和３年１２月１６日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和４年１月２１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

立憲民主党愛媛県第４区総支部 杉 山 啓 令和３年１２月７日

自由民主党愛媛県衆議院第十一支部 塩 崎 恭 � 令和３年１２月２７日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

こ だ ま 千 春 後 援 会 高 橋 司 令和２年１２月３１日

岩 城 ひ ろ も と 後 援 会 岩 城 泰 基 令和３年１１月３０日

安 岡 義 一 後 援 会 安 岡 義 一 令和３年１２月２４日

塩崎やすひさと明日を語る会 石 崎 康 雄 令和３年１２月２７日

税理士による塩崎やすひさ後援会 白 石 豪 令和３年１２月２７日

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

立憲民主党愛媛県第１区
総支部 友 近 聡 朗 主たる事務所の所在地 松山市南江戸六丁目２－３－

６ 松山市大手町一丁目１－６ 令和３年１２月１６日

会 計 責 任 者 友 近 聡 朗 渡 部 昭

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

愛媛県公認会計士による
塩崎彰�議員を囲む会 武士末 研 郎 政 治 団 体 の 名 称 愛媛県公認会計士による塩崎

彰�議員を囲む会
愛媛県公認会計士による塩崎
恭�議員を囲む会 令和３年１１月２９日

山本かずや後援会 山 本 憲 矢 会 計 責 任 者 山 本 理 絵 山 本 公 男 令和３年１２月１日

藤岡みどりを推薦する会 大 西 多美子 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町大字西高柳２４６
－７

伊予郡松前町大字西高柳２５５
－１ 令和３年１２月１５日

わたしたちと杉山啓の未
来会議 杉 山 啓 国会議員関係政治団体の

区 分
国会議員関係政治団体以外の
政治団体

法第１９条の７第１項第１号及
び第２号に係る国会議員関係
政治団体
公職の種類（第１号）
衆議院議員
公職の候補者の氏名及び公職
の種類（第２号）
杉 山 啓
衆議院議員

令和３年１２月２１日

主たる事務所の所在地 八幡浜市五反田１－３２８ 宇和島市丸之内四丁目１－９

ミズノ玄太郎後援会 水 野 玄太郎 政 治 団 体 の 名 称 ミズノ玄太郎後援会 ミズノ玄太郎サポートスペー
ス 令和３年１２月２７日

主たる事務所の所在地 松山市立花二丁目５－３５ 松山市千舟町五丁目３－１７

�愛媛県選挙管理委員会告示第４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和４年１月２１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

家 � 佐 苗 松山市議会議員 家�佐苗後援会 松山市土居田町８１８－１ 令和３年１２月１６日

泉 早 苗 松山市議会議員 泉早苗後援会 松山市高井町８３４－１ 令和３年１２月１６日

佐々木 亨 松山市議会議員 佐々木亨後援会 松山市中須賀二丁目４－４ 令和３年１２月１６日

令和４年１月２１日 発行


